
 

 

第１号様式（第６条関係） 

京都市伝統産業設備改修等補助制度 交付申請書 

（宛先）     京 都 市 長     令和７年４月１日 

①申請者の主たる事務所の所在地 

〒604-8571 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 

 
 
②対象設備の所在地（①と同じ場合は記載不要） 

〒 
 

申請者の名称及び代表者名 

 

京都市クリエイティブ産業株式会社  

代表取締役 京都 太郎 
 

電話 （０７５)２２２－３３３７ 

京都市伝統産業設備改修等補助制度交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり補助

金の交付を申請します。 

記 

申 請 者 概 要 

職  種 
（京都市伝統産業指定74品目から選択） 

１３ 京焼・清水焼 

加 盟 組 合 等 名 ○○○○組合 

過去に補助交付を受けた回数 

（（ ）内に該当する年度を記入） 
   ２ 回（  令和３年度、令和５年度  ） 

従業員数 １０人 資本金 １００万円 

担当者名：  京都 花子   日中連絡が取れる電話番号 (０７５)２２２－３３３７ 

補助事業内容 
対象設備名 

（対象設備は原則１社１台に限ります） 

電気炉 

種別（該当するものに○）：   新設   ・   更新   ・   改修 

事業の 

目的・概要 

※事業の必要性、実施スケジュール等を具体的に記入してください。 

取引先からインバウンド向けの新商品開発の依頼があり、今後、大型商品の開

発を予定しているが、現在設置している電気炉では、大型商品の焼成ができない

ことに加え、出力温度も不足することから、新たな電気炉を設置する必要がある。 

また、電気炉の新設に伴い、電気炉の操作等を行う従業員（１名）を雇用する

予定をしている。 

＜スケジュール（予定）＞  

・令和７年１０月 電気炉を新設  

・令和７年１１月 試作品作成 

・令和８年 １月 商品化 

・令和８年 ２月 従業員を雇用 

緊急性 

※該当がある場合のみ、いず

れか１つにチェックしてく

ださい。 

□ ⑴法令改正等により、至急設備を改修・更新又は新設する必要がある 

 □ ⑵設備の老朽化等により、火災等の事故や環境汚染等の可能性がある 

 □ ⑶設備の老朽化等により、事業の存続が困難な状況にある 

 □ ⑷設備の老朽化等により、生産能力が低下している 

 ☑ ⑸事業拡大や新規事業等のために、設備を改修・更新又は新設する必要がある。 

改修等により 

見込まれる効果 

※該当するもの全てに 

チェックしてください。 

□ ⑴倒産・廃業を免れる       □ ⑺事業の内製化につながる 
☑ ⑵売上高が向上する        □ ⑻事業承継※につながる 
□ ⑶経費削減につながる       □ ⑼後継者育成につながる 
□ ⑷事業の海外進出につながる    □ ⑽生産性向上につながる 
☑ ⑸新商品開発につながる      □ ⑾事業効率化につながる 

☑ ⑹従業員の新規雇用につながる   □ ⑿伝統的な技術・技法の保存につながる 

事 業 着 工 予 定 日 

及 び 完 了 予 定 日 
着工予定日       令和７年９月１日 完了予定日     令和７年１０月１５日 

総事業費 
（税抜額） 

３，０００，０００円 

補助金交付申請額 
※1,000円未満切り捨て １，５００，０００円 

個人事業主の方で屋号

がある場合は、屋号も

記入してください。 

記入例 

別紙１「京都市の伝統産業一覧」 
から選択して記入してください。 

加入している組合等が 
ない場合は「なし」と 
記入してください。 新設：全く新しい設備を 

導入する場合（増設 
含む） 

更新：既存の設備を廃棄し、

代替品を新たに導入

する場合 
改修：部分的な修理等で、

既存の設備を継続 
して使用する場合 

本補助金の交付決定

前に着工する場合は、

必ず事前着手届を提

出してください。 

・上記「総事業費」の１／３ 
・新規雇用や新商品開発等につながる新設は総

事業費の１／２ 
※1,000 円未満の端数は切捨てて記入してください。 

該当するもの全てに

チェックしてくださ

い。（現地調査等で詳

細を確認させていた

だきます。） 

新設の場合は、対象設備

の設置場所が分かる写真

を提出してください。 

新規雇用や新商品開発等につながる新設で

１／２の補助率となる場合の例です。 



 

市内業者への発注 
 ☑ 市内業者に発注する       □ 市内業者に発注しない 

（しない場合の理由：                               ） 

※事業承継とは：後継者への代替わり（代表者変更）を指します。設備改修以前に代替わりを行なっている場合等は、

該当しませんので御注意ください。 

 

申請者は、以下のとおり誓約します。 

（該当する部分に☑してください。全ての項目に☑がある方のみが申請可能です。） 

 

☑ 申請者は、京都市指定の伝統産業に従事しています。 

☑ 申請者並びに京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定

する使用人が、同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しません。 

☑ 申請者は、併給禁止の条件のある他の補助金を受給していません。 

☑ 申請者は、市税を滞納していません。 

☑ 申請者が、同一内容で国や府等に同様の補助金を申請する場合は、本補助金の補助申請額（交付決定

済みの場合は交付決定額）を報告します。また、国や府等への申請情報の照会に同意します。 

☑ 申請者は、その他、京都市補助金等の交付等に関する条例及び同条例施行規則並びに京都市伝統産業

設備改修等補補助制度交付要綱に定める事項に違反しません。 

☑ 申請者が、補助金交付申請書の記載事項及び関係書類の内容確認に求められた根拠資料を提出しない

場合又は記載事項が虚偽であった場合は、補助金を一括返還します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象経費 
（市記入欄）（申請時） 

円 
（市記入欄）（調査後） 

円 

補助金交付申請額 
（市記入欄）（申請時） 

円 

（市記入欄）（調査後） 

円 

市内業者に発注しない 
場合は必ず理由を記入 
してください。 

記入不要 

必ず全ての項目の内容を確認

したうえで、☑してください。 



 
第２号様式（第６条関係） 

 

事 業 予 算 書 
 
 

支

出

の

部 

経 費 内 訳   金  額 （税抜額） 支 払 先 等 

 円  

 

電気炉 

 

電気工事 

 

２，７００，０００ 

 

３００，０００ 

 

 

〇〇〇〇株式会社 

合 計 ３，０００，０００ 
 

    

収

入

の

部 

区   分   金  額 （税抜額） 注意事項 

         円  

・見積明細書は必ず添付してくだ

さい。 

 

※国庫補助金を併用する場合に

は、事業経費の総額から国補助 

金額を差し引いた額の１／３又は

１／２が補助申請額となります。 

 本件申請後に国庫補助金の申請

を行った場合には、必ず御連絡 

ください。 

 

市 補 助 金 

（1,000円未満切り捨て） 
１，５００，０００ 

府 補 助 金 

（1,000円未満切り捨て） 
１，０００，０００ 

※国 庫 補 助 金  

自 己 負 担 金 ５００，０００ 

合 計 ３，０００，０００ 

 

 

 

 

下記「収入の部」の合計

と一致するように記入

してください。 

必ず税抜額で記載して

ください。 

新規雇用や新商品開発等につながる新設で

１／２の補助率となる場合の例です。 


